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１ 

壱岐市税条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

目次 （略） 目次 （略）  

第１条から第４５条まで （略） 第１条から第４５条まで （略）  

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等） （給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等）  

第４６条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月

１０日までに、その徴収した月割額を施行規則第５号の１５様

式による納入書によって納入しなければならない。 

第４６条 前条の特別徴収義務者は、月割額を徴収した月の翌月

１０日までに、その徴収した月割額を施行規則第５号の１５様

式又は第５号の１５の２様式による納入書により納入しなけれ

ばならない。 

 

第４６条の２から第４７条の６まで （略） 第４６条の２から第４７条の６まで （略）  

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付）  

第４８条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２１

条の８第１項、第２項、第３１項、第３４項及び第３５項の規定

による申告書（第９項、第１０項及び第１２項において「納税申

告書」という。）を、同条第１項、第２項、第３１項及び第３５

項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限ま

でに、同条第３４項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出

し、及びその申告に係る税金又は同条第１項後段及び第２項後

段の規定により提出があったものとみなされる申告書に係る税

金を施行規則第２２号の４様式による納付書により納付しなけ

ればならない。 

第４８条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２１

条の８第１項、第２項、第３１項、第３４項及び第３５項の規定

による申告書（第９項、第１０項及び第１２項において「納税申

告書」という。）を、同条第１項、第２項、第３１項及び第３５

項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限ま

でに、同条第３４項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出

し、及びその申告に係る税金又は同条第１項後段及び第２項後

段の規定により提出があったものとみなされる申告書に係る税

金を施行規則第２２号の４様式又は第２２号の４の２様式によ

る納付書により納付しなければならない。 

 

２～４ （略） ２～４ （略）  

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書（同条第３３項

の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る

税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第１項、第２項

又は第３１項の納期限（納期限の延長があったときは、その延

長された納期限とする。第７項第１号において同じ。）の翌日か

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書（同条第３３項

の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る

税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第１項、第２項

又は第３１項の納期限（納期限の延長があったときは、その延

長された納期限とする。第７項第１号において同じ。）の翌日か

 



２ 

ら納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１４．６パ

ーセント（申告書を提出した日（同条第３５項の規定の適用が

ある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出された

ときは、当該提出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日

から１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセ

ント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算

して施行規則第２２号の４様式による納付書により納付しなけ

ればならない。 

ら納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１４．６パ

ーセント（申告書を提出した日（同条第３５項の規定の適用が

ある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出された

ときは、当該提出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日

から１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセ

ント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算

して施行規則第２２号の４様式又は第２２号の４の２様式によ

る納付書により納付しなければならない。 

６～１６ （略） ６～１６ （略）  

第４９条 （略） 第４９条 （略）  

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）  

第５０条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条の１２の規定

に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通

知書の指定する期限までに、施行規則第２２号の４様式による

納付書により納付しなければならない。 

第５０条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条の１２の規定

に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通

知書の指定する期限までに、施行規則第２２号の４様式又は第

２２号の４の２様式による納付書により納付しなければならな

い。 

 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第

１項、第２項又は第３１項の納期限（同条第３５項の申告納付

に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第１項又

は第２項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その

延長された納期限とする。第４項第１号において同じ。）の翌日

から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から１月を経

過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなけ

ればならない。 

２ 前項の場合には、その不足税額に法第３２１条の８第１項、

第２項又は第３１項の納期限（同条第３５項の申告納付に係る

法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第１項又は第２

項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その延長さ

れた納期限とする。第４項第１号において同じ。）の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（前項の

納期限までの期間又は当該納期限の翌日から１月を経過する日

までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければなら

ない。 

 

３・４ （略） ３・４ （略）  

第５１条から第９７条まで （略） 第５１条から第９７条まで （略）  



３ 

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続）  

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以

下この節において「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、

前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たば

この品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以下この節におい

て「課税標準数量」という。）及び当該課税標準数量に対するた

ばこ税額、第９６条第１項の規定により免除を受けようとする

場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係る

たばこ税額並びに次条第１項の規定により控除を受けようとす

る場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その

他必要な事項を記載した施行規則第３４号の２様式による申告

書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第３４

号の２の５様式による納付書によって納付しなければならな

い。この場合において、当該申告書には、第９６条第３項に規定

する書類及び次条第１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの

数量についての明細を記載した施行規則第１６号の５様式によ

る書類を添付しなければならない。 

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以

下この節において「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、

前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たば

この品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以下この節におい

て「課税標準数量」という。）及び当該課税標準数量に対するた

ばこ税額、第９６条第１項の規定により免除を受けようとする

場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係る

たばこ税額並びに次条第１項の規定により控除を受けようとす

る場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その

他必要な事項を記載した施行規則第３４号の２様式による申告

書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第３４

号の２の５様式又は第３４号の２の５の２様式による納付書に

よって納付しなければならない。この場合において、当該申告

書には、第９６条第３項に規定する書類及び次条第１項の返還

に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した

施行規則第１６号の５様式による書類を添付しなければならな

い。 

 

２～４ （略） ２～４ （略）  

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金

に係る第１項又は第２項の納期限（納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限。第１０１条第２項において同じ。）

の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１

４．６パーセント（修正申告書を提出した日までの期間又はそ

の日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．

３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金

額を加算して、施行規則第３４号の２の５様式による納付書に

よって納付しなければならない。 

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金

に係る第１項又は第２項の納期限（納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限。第１０１条第２項において同じ。）

の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１

４．６パーセント（修正申告書を提出した日までの期間又はそ

の日の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．

３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金

額を加算して、施行規則第３４号の２の５様式又は第３４号の

２の５の２様式による納付書によって納付しなければならな

 



４ 

い。 

第９９条から第１００条の２まで （略） 第９９条から第１００条の２まで （略）  

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） （たばこ税に係る不足税額等の納付手続）  

第１０１条 たばこ税の納税義務者は、法第４８１条、第４８３

条又は第４８４条の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

は、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若し

くは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規

則第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなければ

ならない。 

第１０１条 たばこ税の納税義務者は、法第４８１条、第４８３

条又は第４８４条の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

は、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若し

くは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規

則第３４号の２の５様式又は第３４号の２の５の２様式による

納付書によって納付しなければならない。 

 

２ （略） ２ （略）  

第１０２条から第１５１条まで （略） 第１０２条から第１５１条まで （略）  

   

   附 則    附 則  

第１条から第７条の４まで （略） 第１条から第７条の４まで （略）  

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例） （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例）  

第８条 昭和５７年度から令和６年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、法附則第６条第４項に規定する場合において、第

３６条の２第１項の規定による申告書（その提出期限後におい

て市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及

びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定申告書を

含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第２５条第１項に規定する事業所得の明細に関する事項の記

載があるとき（これらの申告書にその記載がないことについて

やむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項にお

いて同じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除

する。 

第８条 昭和５７年度から令和９年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、法附則第６条第４項に規定する場合において、第

３６条の２第１項の規定による申告書（その提出期限後におい

て市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及

びその時までに提出された第３６条の３第１項の確定申告書を

含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第２５条第１項に規定する事業所得の明細に関する事項の記

載があるとき（これらの申告書にその記載がないことについて

やむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項にお

いて同じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除

する。 

 

２・３ （略） ２・３ （略）  

第９条及び第９条の２ （略） 第９条及び第９条の２ （略）  



５ 

（読替規定） （読替規定）  

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６３条

又は第６４条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限

り、第６１条第８項中「又は第３４９条の３の４から第３４９

条の５まで」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の４から第

３４９条の５まで又は附則第１５条から第１５条の３の２ま

で、第６３条若しくは第６４条」とする。 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで又は第６３

条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第６１条

第８項中「又は第３４９条の３の４から第３４９条の５まで」

とあるのは、「若しくは第３４９条の３の４から第３４９条の

５まで又は附則第１５条から第１５条の３の２まで若しくは第

６３条」とする。 

 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合）  

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略）  

２ （略） ２ （略）  

３ 法附則第１５条第２２項に規定する条例で定める割合は、２

分の１とする。 

３ 法附則第１５条第２１項に規定する条例で定める割合は、２

分の１とする。 

 

４ 法附則第１５条第２３項第１号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２２項第１号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

 

５ 法附則第１５条第２３項第２号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

５ 法附則第１５条第２２項第２号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

 

６ 法附則第１５条第２３項第３号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

６ 法附則第１５条第２２項第３号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

 

７ 法附則第１５条第２４項第１号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２３項第１号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

 

８ 法附則第１５条第２４項第２号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２３項第２号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

 

９ 法附則第１５条第２６項第１号イに規定する設備について同

号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第２５項第１号イに規定する設備について同

号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

 

１０ 法附則第１５条第２６項第１号ロに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第２５項第１号ロに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

 

１１ 法附則第１５条第２６項第１号ハに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第２５項第１号ハに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

 



６ 

１２ 法附則第１５条第２６項第１号ニに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第２５項第１号ニに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

 

１３ 法附則第１５条第２６項第２号イに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

１３ 法附則第１５条第２５項第２号イに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

 

１４ 法附則第１５条第２６項第２号ロに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

１４ 法附則第１５条第２５項第２号ロに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

 

１５ 法附則第１５条第２６項第２号ハに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

１５ 法附則第１５条第２５項第２号ハに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

 

１６ 法附則第１５条第２６項第３号イに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１６ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

 

１７ 法附則第１５条第２６項第３号ロに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１７ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

 

１８ 法附則第１５条第２６項第３号ハに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第２５項第３号ハに規定する設備について

同号に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

 

１９ 法附則第１５条第２９項に規定する条例で定める割合は、

３分の２とする。 

１９ 法附則第１５条第２８項に規定する条例で定める割合は、

３分の２とする。 

 

２０ 法附則第１５条第３３項に規定する条例で定める割合は、

２分の１とする。 

２０ 法附則第１５条第３２項に規定する条例で定める割合は、

２分の１とする。 

 

２１ 法附則第１５条第３４項に規定する条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２１ 法附則第１５条第３３項に規定する条例で定める割合は、

３分の２とする。 

 

２２ 法附則第１５条第３９項に規定する条例で定める割合は、

３分の２とする。 

２２ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は、

３分の２とする。 

 

２３ （略） ２３ （略）  

２４ 法附則第６４条に規定する条例で定める割合は、零とする。 ２４ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の１とする。 

 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよ

うとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよ

うとする者がすべき申告） 

 

第１０条の３ （略） 第１０条の３ （略）  



７ 

２～１０ （略） ２～１０ （略）  

 １１ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンション

に係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとするものは、当該特定マンションに係る同項に規定する

工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番

号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及

び氏名又は名称） 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(4) 当該工事が完了した年月日 

(5) 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を

提出する場合には、３月以内に提出することができなかった

理由 

 

１１ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適

合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１３項に規定

する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の

促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則

第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家

屋が令附則第１２条第１９項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

１２ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適

合家屋に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１７項に規定

する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の

促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則

第３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家

屋が令附則第１２条第１９項に規定する基準を満たすことを証

する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）  

(5) 施行規則附則第７条第１３項に規定する補助の算定の基

礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費

(5) 施行規則附則第７条第１７項に規定する補助の算定の基

礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費

 



８ 

用 用 

(6) （略） (6) （略）  

１２ （略） １３ （略）  

第１１条から第１５条まで （略） 第１１条から第１５条まで （略）  

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項又は第５

項において準用する場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動

車（自家用のものに限る。以下この条において同じ。）に対して

は、当該３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から

令和３年１２月３１日までの間（附則第１５条の６第３項にお

いて「特定期間」という。）に行われたときに限り、第８０条第

１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

  

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）  

第１５条の２の２ （略） 第１５条の２ （略）  

第１５条の３から第１５条の５まで （略） 第１５条の３から第１５条の５まで （略）  

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） （軽自動車税の環境性能割の税率の特例）  

第１５条の６ （略） 第１５条の６ （略）  

２ （略） ２ （略）  

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第

８１条の４（第２号に係る部分に限る。）及び前項の規定の適用

については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに

限り、これらの規定中「１００分の２」とあるのは、「１００分

の１」とする。 

  

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例）  

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車

に対する当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する

車両番号の指定（次項から第８項までにおいて「初回車両番号

指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車

に対する当該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する

車両番号の指定（次項から第４項までにおいて「初回車両番号

指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の

 



９ 

属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第８２条

の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第８２条

の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 
 

第２号ア（イ） ３，９００円 ４，６００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 
 

 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第８２条の規定の適用については、当該軽自

動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の

種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第８２条の規定の適用については、当該軽自

動車が令和４年４月１日から令和８年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受

けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 
 

第２号ア（イ） ３，９００円 １，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 
 

 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６

条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この条にお

いて「ガソリン軽自動車」という。）のうち３輪以上のものに対

する第８２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車

が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別

割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

  



１０ 

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２号ア（イ） ３，９００円 ２，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 
 

  

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽

自動車のうち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるもの

を除く。）に対する第８２条の規定の適用については、当該ガソ

リン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自

動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

  

第２号ア（イ） ３，９００円 ３，０００円 

第２号ア（ウ）a ６，９００円 ５，２００円 

１０，８００円 ８，１００円 

第２号ア（ウ）b ３，８００円 ２，９００円 

５，０００円 ３，８００円 
 

  

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の

軽自動車のうち、自家用の乗用のものに対する第８２条の規定

の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和

４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令

和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に

限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

  



１１ 

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の

軽自動車（自家用の乗用のものを除く。）に対する第８２条の規

定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日から令

和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が

令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割

に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

  

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソ

リン軽自動車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条

の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４

月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当

該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分

の軽自動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３輪以上の法第

４４６条第１項第３号に規定するガソリン軽自動車（以下この

項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）（営業用の

乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和８年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該

初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動

車税の種別割に限り、同条第２号ア（イ）中「３，９００円」と

あるのは「２，０００円」と、同号ア（ウ）中「６，９００円」

とあるのは「３，５００円」とする。 

 

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソ

リン軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用

の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車

が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別

割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

４ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受ける３輪以上のガソ

リン軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用

の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和７年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当

該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自

動車税の種別割に限り、同条第２号ア（イ）中「３，９００円」

とあるのは「３，０００円」と、同号ア（ウ）中「６，９００円」

とあるのは「５，２００円」とする。 

 



１２ 

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例）  

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、

３輪以上の軽自動車が前条第２項から第８項までの規定の適用

を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をする

ときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に

規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に

基づき当該判断をするものとする。 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、

３輪以上の軽自動車が前条第２項から第４項までの規定の適用

を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をする

ときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に

規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に

基づき当該判断をするものとする。 

 

２・３ （略） ２・３ （略）  

第１６条の３から第１７条まで （略） 第１６条の３から第１７条まで （略）  

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得に係る市民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得に係る市民税の課税の特例） 

 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和５年度までの各年度分の個

人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項

に規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３

１条第１項に規定する土地等をいう。以下この条において同

じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条において

同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための

譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等のた

めの譲渡をいう。）に該当するときにおける前条第１項に規定

する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次

項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課す

る市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相

当する額とする。 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和８年度までの各年度分の個

人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項

に規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３

１条第１項に規定する土地等をいう。以下この条において同

じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条において

同じ。）をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための

譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等のた

めの譲渡をいう。）に該当するときにおける前条第１項に規定

する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次

項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課す

る市民税の所得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相

当する額とする。 

 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）  

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５年度までの各年度分

の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度までの各年度分

の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第

 



１３ 

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法

附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地の

ための譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所

得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この

場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の規定

に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予

定地のための譲渡ではなかったものとみなす。 

１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法

附則第３４条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地の

ための譲渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するとき

における前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所

得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この

場合において、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の規定

に該当することとなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予

定地のための譲渡ではなかったものとみなす。 

３ （略） ３ （略）  

   

以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 



 

１４ 

壱岐市国民健康保険税条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

第１条 （略） 第１条 （略）  

（課税額） （課税額）  

第２条 （略） 第２条 （略）  

２ （略） ２ （略）  

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につ

き算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割

額の合算額とする。ただし、当該合算額が２０万円を超える場

合においては、後期高齢者支援金等課税額は、２０万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につ

き算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割

額の合算額とする。ただし、当該合算額が２２万円を超える場

合においては、後期高齢者支援金等課税額は、２２万円とする。 

 

４ （略） ４ （略）  

第３条から第２２条まで （略） 第３条から第２２条まで （略）  

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額）  

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文

の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が６５万円を超える場合には、６５万円）、同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が２０万円を超える

場合には、２０万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税

額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義

務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文

の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が６５万円を超える場合には、６５万円）、同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が２２万円を超える

場合には、２２万円）並びに同条第４項本文の介護納付金課税

額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

 

(1) （略） (1) （略）  

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

 



 

１５ 

うち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円

に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者１人につき２８万５，０００円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

うち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円

に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者１人につき２９万円を加算した金額を超えない世帯に係

る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア～カ （略） ア～カ （略）  

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円

に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者１人につき５２万円を加算した金額を超えない世帯に係

る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びにその世帯

に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、４３万円

に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じ

て得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所

属者１人につき５３万５，０００円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

 

ア～カ （略） ア～カ （略）  

２ （略） ２ （略）  

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例）  

第２３条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に

規定する特例対象被保険者等をいう。第２４条の２において同

じ。）である場合における第３条及び前条第１項の規定の適用

については、第３条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは

「規定する総所得金額（第２３条の２に規定する特例対象被保

険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合において

は、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定

によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額による

ものとする。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とある

第２３条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２第２項に

規定する特例対象被保険者等をいう。第２４条の２第１項にお

いて同じ。）である場合における第３条及び前条第１項の規定

の適用については、第３条第１項中「規定する総所得金額」とあ

るのは「規定する総所得金額（第２３条の２に規定する特例対

象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合にお

いては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の

規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額に

よるものとする。次項において同じ。）」と、「同条第２項」と

 



 

１６ 

のは「法第３１４条の２第２項」と、前条第１項第１号中「総所

得金額及び」とあるのは「総所得金額（次条に規定する特例対象

被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合におい

ては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規

定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によ

るものとする。次号及び第３号において同じ。）及び」とする。 

あるのは「法第３１４条の２第２項」と、前条第１項第１号中

「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額（次条に規定する特

例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合

においては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２

項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金

額によるものとする。次号及び第３号において同じ。）及び」と

する。 

第２４条 （略） 第２４条 （略）  

（特例対象被保険者等に係る申告） （特例対象被保険者等に係る申告）  

第２４条の２ （略） 第２４条の２ （略）  

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険

受給資格者証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３

号）第１７条の２第１項第１号に規定するものをいう。）その他

の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示

を求められた場合には、これらを提示しなければならない。 

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険

受給資格者証（雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３

号）第１７条の２第１項第１号に規定するものをいう。）又は雇

用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定するものをい

う。）の提示を求められた場合には、これらを提示しなければな

らない。 

 

第２５条から第２７条まで （略） 第２５条から第２７条まで （略）  

   

附 則 附 則  

１～６ （略） １～６ （略）  

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例）  

７ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保

険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項

に規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上である者に係る

ものに限る。）の控除を受けた場合における第２３条第１項の

規定の適用については、同項中「法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第７０３

７ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保

険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５

条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項

に規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上である者に係る

ものに限る。）の控除を受けた場合における第２３条の規定の

適用については、同条第１項中「法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第７０３

 



 

１７ 

条の５第１項に規定する総所得金額（所得税法第３５条第３項

に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項第１

号の規定によって計算した金額から１５万円を控除した金額に

よるものとする。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあ

るのは「１２５万円」とする。 

条の５第１項に規定する総所得金額（所得税法第３５条第３項

に規定する公的年金等に係る所得については、同条第２項第１

号の規定によって計算した金額から１５万円を控除した金額に

よるものとする。）及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあ

るのは「１２５万円」とする。 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条

第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得

等を有する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条

の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所

得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 

 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）  

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条第１項

の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額

の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若

しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有

する場合における第３条、第６条、第８条及び第２３条の規定

の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第

 



 

１８ 

の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の

３第１項又は第３６条の規定に該当する場合には、これらの規

定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の

金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控

除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第３１４

条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは

「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計

額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第３４条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額」とする。 

１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１

項又は第３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適

用により同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額か

ら控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後

の長期譲渡所得の金額」という。）の合計額から法第３１４条の

２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及

び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得

の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額」とする。 

１０ （略） １０ （略）  

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株

式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、第６条、

第８条及び第２３条第１項の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２第５項の一般株

式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、第６条、

第８条及び第２３条の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第

２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規定する一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

 



 

１９ 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上

場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、第６

条、第８条及び第２３条第１項の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に

係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２

３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」とする。 

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の２の２第５項の上

場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、第６

条、第８条及び第２３条の規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条

の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」とする。 

 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特

例） 

 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所

得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第３条、第６条、

第８条及び第２３条第１項の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第

２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林

所得額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３５条の４第４項の事業所

得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第３条、第６条、

第８条及び第２３条の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所

得額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の

 



 

２０ 

の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 ４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税

の特例） 

 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所

得又は雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及

び第２３条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３

第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所

得又は雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及

び第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３

３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。 

 

１５・１６ （略） １５・１６ （略）  

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）  

１７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当

所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第

３条、第６条、第８条及び第２３条第１項の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第

２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施

に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」とい

１７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当

所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第

３条、第６条、第８条及び第２３条の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第

 



 

２１ 

う。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額

の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の

額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の

２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」と、第２３条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等の額」とする。 

３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額

から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額

（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例

法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合

計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１０項に規定する条約適用利子等の額」と、第２３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適

用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）  

１８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所

得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及

び第２３条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。

以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第３１４条の

２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第

１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条

約適用配当等の額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第

１８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若し

くは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所

得及び雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条及

び第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「及び山

林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以

下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２項

に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第３１４条の２

第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

２項に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約

適用配当等の額」と、第２３条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３

 



 

２２ 

３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」とする。 条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

   

以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２３ 

壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

本則 （略） 本則 （略）  

   

附 則 附 則  

１・２ （略） １・２ （略）  

（感染症防疫作業等従事手当の特例）   

３ 職員が、新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感

染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第１１

号）第１条に規定するものをいう。次項において同じ。）から市

民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る

作業であって市長が定めるものに従事したときは、感染症防疫

作業等従事手当を支給する。この場合において、第３条の規定

は適用しない。 

  

４ 前項の手当の額は、１日につき３，０００円（新型コロナウイ

ルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し、

又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長が

これに準ずると認める作業に従事した場合にあっては４，００

０円）とする。 

  

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   

 

 



２４ 

壱岐市税条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

目次 （略） 目次 （略）  

第１条から第８１条の８まで （略） 第１条から第８１条の８まで （略）  

（種別割の税率） （種別割の税率）  

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の

税率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の

税率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 

(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車  

ア～ウ （略） ア～ウ （略）  

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪

距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの）

が０．５メートル以下であるもの及び側面が構造上開放さ

れている車室を備え、かつ、輪距が０．５メートル以下の

３輪のものを除く。）で、総排気量が０．０２リットルを

超えるもの又は定格出力が０．２５キロワットを超えるも

の 年額 ３，７００円 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪

距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの）

が０．５メートル以下であるもの、側面が構造上開放され

ている車室を備え、かつ、輪距が０．５メートル以下の３

輪のもの及び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省

令第６７号）第１条第１項第１３号の６に規定する特定小

型原動機付自転車を除く。）で、総排気量が０．０２リッ

トルを超えるもの又は定格出力が０．２５キロワットを超

えるもの 年額 ３，７００円 

 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略）  

   

以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 



 

２５ 

壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

（趣旨） （趣旨）  

第１条 この条例は、離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２

条第１項に規定する離島振興対策実施地域内又は過疎地域の持

続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号。

以下「法」という。）第２条第１項に規定する過疎地域内におい

て、離島振興法第２０条又は法第２４条に規定する事業の用に

供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課

税免除について必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別

措置法（令和３年法律第１９号）第２条第１項に規定する過疎

地域内において、同法第２４条に規定する事業の用に供する設

備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

 

（固定資産税の課税免除） （固定資産税の課税免除）  

第２条 市長は、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第１

２条第３項の表の第３号若しくは第４５条第２項の表の第３号

又は第１２条第３項の表の第１号若しくは第４５条第２項の表

の第１号の規定の適用を受ける者で、離島振興法第２０条の地

方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等

を定める省令（平成５年自治省令第１号）第２条第３号又は過

疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２４条の地方

税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を

定める省令（令和３年総務省令第３１号）第１条第３号の規定

の適用を受ける設備に対して課する固定資産税について課税を

免除することができる。 

第２条 市長は、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第１

２条第４項の表の第１号又は第４５条第３項の表の第１号の規

定の適用を受ける者で、過疎地域の持続的発展の支援に関する

特別措置法第２４条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う

措置が適用される場合等を定める省令（令和３年総務省令第３

１号）第１条第３号の規定の適用を受ける設備に対して課する

固定資産税について課税を免除することができる。 

 

   

以 下 （略） 以 下 （略）  

   

 



 

２６ 

壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する 

基準を定める条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

目次 （略） 目次 （略）  

第１条から第１４条まで （略） 第１条から第１４条まで （略）  

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針）  

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分

に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就

学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を

適切に行わなければならない。 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分

に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就

学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を

適切に行わなければならない。 

 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）  

(4) 保育所 児童福祉施設の整備及び運営に関する基準（昭和

２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所に

おける保育の内容について厚生労働大臣が定める指針 

(4) 保育所 児童福祉施設の整備及び運営に関する基準（昭和

２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき保育所に

おける保育の内容について内閣総理大臣が定める指針 

 

２ （略） ２ （略）  

第１６条から第３６条まで （略） 第１６条から第３６条まで （略）  

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利

用定員（法第２９条第１項の確認において定めるものに限る。

以下この節において同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては

１人以上５人以下、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）

第２８条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第４２条第３

項第１号において同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同省令第３

１条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第４２条第３項第

１号において同じ。）にあっては６人以上１９人以下、小規模保

育事業Ｃ型（同省令第３３条に規定する小規模保育事業Ｃ型を

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利

用定員（法第２９条第１項の確認において定めるものに限る。

以下この節において同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては

１人以上５人以下、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）

第２８条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第４２条第３

項第１号において同じ。）及び小規模保育事業Ｂ型（同令第３１

条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第４２条第３項第１

号において同じ。）にあっては６人以上１９人以下、小規模保育

事業Ｃ型（同省令第３３条に規定する小規模保育事業Ｃ型をい

 



 

２７ 

いう。附則第４条において同じ。）にあっては６人以上１０人以

下、居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 

う。附則第４条において同じ。）にあっては６人以上１０人以下、

居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。  

２ （略） ２ （略）  

第３８条から第４３条まで （略） 第３８条から第４３条まで （略）  

（特定地域型保育の取扱方針） （特定地域型保育の取扱方針）  

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準第３５条の規定に基づき保育所における保育の

内容について厚生労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事

業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等に応

じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準第３５条の規定に基づき保育所における保育の

内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、それぞれの事

業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等に応

じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。 

 

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   

 



 

２８ 

壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

現行 改正案 備考 

目次 （略） 目次 （略）  

第１条から第２４条まで （略） 第１条から第２４条まで （略）  

（保育の内容） （保育の内容）  

第２５条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定す

る厚生労働大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に

留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供

しなければならない。 

第２５条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定す

る内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に

留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供

しなければならない。 

 

   

 以 下 （略）  以 下 （略）  

   
 



１． 1

２． 2～6

３． 7

４． 8～9

５． 10

令和４年度３月３１日専決補正予算概要

資 料２

壱　岐　市

各 会 計 予 算 額 一 覧

３ 月 ３ １ 日 専 決 補 正 予 算 の 概 要

繰 越 明 許 費

基 金 の 状 況 （ 見 込 み ）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が
充てられる社会保障施策に要する経費



○一般会計、特別会計 　　（単位：千円）

現計予算額 3月31日専決補正予算額 補正後予算額

24,651,682 △ 319,177 24,332,505 

3,650,813 3,650,813 

49,537 49,537 

3,700,350 3,700,350 

382,155 382,155 

3,733,193 3,733,193 

40,043 40,043 

3,773,236 3,773,236 

397,351 397,351 

125,672 125,672 

131,814 131,814 

8,510,578 8,510,578 

33,162,260 △ 319,177 32,843,083 

○企業会計 　　（単位：千円）

内 訳 現計予算額 3月31日専決補正予算額 補正後予算額

収益的収入 766,002 766,002 

収益的支出 813,797 813,797 

資本的収入 153,882 153,882 

資本的支出 356,190 356,190 

合　　　　計

一般会計、特別会計の合計

会　計　名

水道事業会計

農業機械銀行特別会計

令和４年度壱岐市各会計予算額一覧

会　　計　　名

一　　　　般　　　　会　　　　計

特
別
会
計

国民健康
保険事業
特別会計

事業勘定

診療施設勘定

計

後期高齢者医療事業特別会計

介護保険
事業特別

会計

保険事業勘定

介護サービス事業勘定

計

下水道事業特別会計

三島航路事業特別会計

1



令和4年度3月31日専決補正予算の概要

■ 一般会計 （単位：千円）

国費 県費 地方債 その他
2 総務費 552,130 30,000 582,130 0 0 0 0 30,000

●事業の背景・目的等
1 総務管理費

3 財政管理費

●事業内容
P20～21

　財政調整基金積立金　30,000千円

2 総務費 197,059 ▲ 17,379 179,680 0 0 ▲ 36,900 0 19,521
●事業の背景・目的等

1 総務管理費

5

●事業内容
P20～21

　事業実績による減
　　・旧かたばる病院関連施設解体工事

2 総務費 252,256 ▲ 51,510 200,746 0 0 ▲ 56,500 ▲ 12,200 17,190
●事業の背景・目的等

1 総務管理費

6

●事業内容
P20～21

　事業実績による減
　　・乗合タクシー運行業務委託
　　・地方バス路線維持費補助金
　　・離島航空路線確保対策補助金

2 総務費 1,260,861 ▲ 126,304 1,134,557 0 0 0 ▲ 120,385 ▲ 5,919
●事業の背景・目的等

1 総務管理費

6 企画費

●事業内容
P20～21

　事業実績による減

財産管理費

企画費

総務課

　本事業を通じて「ふるさと応援基金」の増加を図り、壱岐市総合計画の将来ビ
ジョンを実現するための各種施策を展開していく。

ふるさと応援寄附金

ふるさと応
援基金
△60,604
・
ふるさと応
援基金
△59,781

所　属

予算書
ページ

特定財源
一般財源

　地域公共交通及び離島航路・航空路線の維持確保を図り、地域の活性化や交流
人口の拡大等へとつなげる。

財政課

政策企画課

款・項・目 事業名 補正前の額 補正額 計 事業内容
補正額の財源内訳

管財課過疎対策事
業
△4,100
・
公共施設等
適正管理推
進事業
△32,800

　公共施設個別施設計画に基づき老朽化施設は更新時期に機能移転し、未利用施
設については処分を進めるなど、施設の統廃合及び有効活用を図る。

　経済情勢の変動や災害などに備え、長期的視野に立った計画的な財政運営のた
め、基金の積み立てを行う。

交通対策費

過疎対策事
業
△500
・
過疎対策事
業（過疎地
域持続的発
展特別事
業）
△56,000

合併振興基
金

財政管理費

財産管理費
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令和4年度3月31日専決補正予算の概要

■ 一般会計 （単位：千円）

国費 県費 地方債 その他

所　属

予算書
ページ

特定財源
一般財源

款・項・目 事業名 補正前の額 補正額 計 事業内容
補正額の財源内訳

2 総務費 280,396 ▲ 50,000 230,396 0 0 0 ▲ 46,000 ▲ 4,000
●事業の背景・目的等

1 総務管理費

6 企画費

●事業内容
P20～21

　事業実績による減

2 総務費 67,072 ▲ 16,100 50,972 0 0 0 ▲ 3,300 ▲ 12,800
●事業の背景・目的等

1 総務管理費

6 企画費

●事業内容
P20～21

　事業実績による減

2 総務費 33,000 ▲ 17,262 15,738 0 0 ▲ 17,263 0 1
●事業の背景・目的等

1 総務管理費

7 情報管理費

●事業内容
P20～21

　事業実績による減
　　・光ケーブル断線等復旧工事

3 民生費 69,630 ▲ 1,300 68,330 0 0 0 ▲ 1,700 400
●事業の背景・目的等

1 社会福祉費

3 老人福祉費

●事業内容
P22～23

　事業実績による減
　　・敬老事業補助金

過疎地域持
続的発展特
別事業基金

　心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福
祉を図ることを目的に各種事業へ取り組む。

老人福祉事業費

市民福祉課

水産課

地域情報通信推進事業
費（災害復旧費）

情報管理課公共土木施
設等災害復
旧事業（現
年災単独）

　台風11号・14号により被災した公共施設の早期復旧に努め、安全安心な行政
サービスの提供を図る。

特定有人国境離島地域
社会維持推進交付金事
業（農林水産業費）

特定有人国境離島地域
社会維持推進交付金事
業（商工費）

過疎地域持
続的発展特
別事業基金

　特定有人国境離島地域は本土からの遠隔性に起因する条件不利性を緩和すると
ともに、基幹産業である農水産業の振興を図る観点から、農水産品全般（加工品
以外）の出荷や原材料の輸送にかかる費用を支援する。

合併振興基
金

　特定有人国境離島地域における雇用増を伴う創業または事業拡大を行う者の事
業資金の一部を支援することで、定住促進及び地域の活性化を図る。

商工振興課
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令和4年度3月31日専決補正予算の概要

■ 一般会計 （単位：千円）

国費 県費 地方債 その他

所　属

予算書
ページ

特定財源
一般財源

款・項・目 事業名 補正前の額 補正額 計 事業内容
補正額の財源内訳

3 民生費 43,351 ▲ 3,900 39,451 0 0 0 ▲ 3,000 ▲ 900
●事業の背景・目的等

2 児童福祉費

1 児童福祉総務費

●事業内容
P22～23

　事業実績による減

4 衛生費 27,422 ▲ 8,500 18,922 0 0 0 ▲ 13,401 4,901
●事業の背景・目的等

1 保健衛生費

1 保健衛生総務費

●事業内容
P22～23

　事業実績による減
　　・母子保健検診業務委託
　　・特定不妊治療費助成金

4 衛生費 82,194 ▲ 3,500 78,694 0 0 2,400 ▲ 6,800 900
●事業の背景・目的等

1 保健衛生費

2 予防費

●事業内容
P22～23

　事業実績による減

5 農林水産業費 55,793 ▲ 7,900 47,893 0 0 0 ▲ 9,025 1,125
●事業の背景・目的等

3 水産業費

1 水産業総務費

●事業内容
P24～25

　事業実績による減
　　・磯焼け対策協議会負担金

水産業総務費

水産課

栽培漁業振
興基金
△1,625
・
過疎地域持
続的発展特
別事業基金
△7,400

　水産業関係各種団体への負担金等を支出することにより、様々な水産関係団体
の運営を支援する。

一般予防対策費

健康増進課

過疎対策事
業（過疎地
域持続的発
展特別事
業）

過疎地域持
続的発展特
別事業基金

　乳幼児期から高齢者までの感染症対策として、安全・安心な予防接種を実施す
る。

母子保健事業費

健康増進課
企業版ふる
さと納税寄
付金
500
・
ふるさと応
援基金
△13,901

　壱岐市保健事業計画に基づいた妊婦一般健康診査や乳幼児の健診・相談・教室
の実施、発達障がいやグレーゾーンの子ども達の経過観察や育てにくさを感じる
親に寄り添う支援として各種事業を実施するとともに、産婦健診を実施し、母体
の身体的機能の回復や精神状態の把握を行う。

こども家庭課過疎地域持
続的発展特
別事業基金

　中学生、小学生、乳幼児、ひとり親家庭の母、父、寡婦に対し医療費の一部を
助成することにより、子育て環境の整備を図り福祉の増進に寄与する。

乳幼児・母子・寡婦福
祉医療費
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令和4年度3月31日専決補正予算の概要

■ 一般会計 （単位：千円）

国費 県費 地方債 その他

所　属

予算書
ページ

特定財源
一般財源

款・項・目 事業名 補正前の額 補正額 計 事業内容
補正額の財源内訳

5 農林水産業費 106,530 ▲ 2,330 104,200 0 0 0 ▲ 1,843 ▲ 487
●事業の背景・目的等

3 水産業費

2 水産業振興費

●事業内容
P24～25

　事業実績による減
　　・磯根資源回復促進事業補助金
　　・沿岸漁業振興基金積立金

6 商工費 58,494 ▲ 2,700 55,794 0 0 0 ▲ 3,060 360
●事業の背景・目的等

1 商工費

2 商工振興費

●事業内容
P24～25

　事業実績による減
　　・ふるさと就職支援事業補助金

6 商工費 31,962 ▲ 4,800 27,162 0 0 115 ▲ 5,600 685
●事業の背景・目的等

1 商工費

4 観光費

●事業内容
P24～27

　事業実績による減
　　・観光案内所設置補助金

7 土木費 49,488 ▲ 1,382 48,106 0 0 ▲ 2,800 0 1,418
●事業の背景・目的等

3 河川費

2 急傾斜地崩壊対策費

●事業内容
P26～27

　事業実績による減

観光振興費

観光課過疎対策事
業

合併振興基
金

　観光振興に関して、各種事業への支援や環境整備を行うことで、観光業の活性
化や交流人口の拡大を図るとともに、地域経済の浮揚と移住・定住の促進へとつ
なげる。

商工振興費

商工振興課ふるさと応
援基金

　商工業の振興に関して、各種事業への支援を行うことで、商店街の活性化や雇
用拡充を図るとともに、地域経済の浮揚と移住・定住の促進へとつなげる。

水産業振興費

水産課

沿岸漁業振
興基金繰入
金　857・
ふるさと応
援基金
△2,500・
過疎地域持
続的発展特
別事業基金
△200

　水産業の振興に関して、補助事業を中心とした事業を行うことで漁家経営の安
定を図り、担い手不足の解消や所得向上、漁村活性化に寄与する。

急傾斜地崩壊対策事業
費

建設課緊急自然災
害防止対策
事業債
△1,500
・
公共事業等
債
△1,300

　住民の生活・財産を守るため、急傾斜地の整備を計画的に実施し、安全・安心
を確保する。
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令和4年度3月31日専決補正予算の概要

■ 一般会計 （単位：千円）

国費 県費 地方債 その他

所　属

予算書
ページ

特定財源
一般財源

款・項・目 事業名 補正前の額 補正額 計 事業内容
補正額の財源内訳

7 土木費 25,388 ▲ 2,400 22,988 0 0 0 ▲ 1,508 ▲ 892
●事業の背景・目的等

7 住宅費

1 住宅管理費

●事業内容
P26～27

　事業実績による減
　　・住宅リフォーム支援事業補助金

7 土木費 88,443 ▲ 1,515 86,928 0 0 ▲ 1,500 0 ▲ 15
●事業の背景・目的等

7 住宅費

2 住宅建設費

●事業内容
P26～27

　事業実績による減

9 教育費 85,336 ▲ 2,299 83,037 0 0 ▲ 1,394 0 ▲ 905
●事業の背景・目的等

5 社会教育費

4 公民館費

●事業内容
P30～31

　事業実績による減
　　・非常用発電設備更新等

安全・安心な住環境づ
くり支援事業

建設課ふるさと応
援基金

　住宅の質の向上及び長寿命化を図るとともに、地域経済の活性化及び雇用の安
定を図る。

壱岐文化ホール施設整
備費

社会教育課過疎対策事
業
△63
・
緊急防災減
災事業
△1,331

　施設の経年劣化等により建築物の損壊及び設備に不良個所等が多く見受けられ
るため、計画的な改修整備を実施する。

住宅建設費

建設課公営住宅建
設事業

　壱岐市公営住宅等長寿命化計画に基づき改善事業等を実施し、老朽化した公営
住宅の有効活用を図る。
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■一般会計・繰越明許費（詳細）　変更 （単位：千円）

事業名 変更前 変更後 増減 完了予定 変　更　理　由

5 農林水産業費 3 水産業費 漁港海岸事業 35,000 50,000 15,000 R6.1.31

箱崎前浦漁港海岸（恵美須地区）
　護岸工事において、資機材の運搬路の検討及び関係者との調整に不測の日数を要した。
その後、令和5年3月に本工事の入札を実施したが不落となり、再度入札に付すには適正な
工期の確保が困難となったため。

15,000

款 項

合　　　　　　　　　　　計

7



○積立基金  (単位：千円）

1,304,222 250,192 0 1,554,414 403,652 0 1,958,066
765,541 660,020 0 1,425,561 90,020 0 1,515,581
25,863 5 0 25,868 1 0 25,869

686,970 0 0 686,970 0 130,000 556,970
166,834 8 0 166,842 5 0 166,847
40,775 0 0 40,775 0 0 40,775

125,240 3 11,900 113,343 5 13,200 100,148
51,152 18,078 18,077 51,153 18,149 14,469 54,833
8,004 1 1,000 7,005 2 0 7,007
7,805 0 0 7,805 0 0 7,805
6,243 0 0 6,243 1 0 6,244

1,000,000 0 0 1,000,000 0 0 1,000,000
2,173,400 0 0 2,173,400 0 293,084 1,880,316

544,378 358,800 317,360 585,818 739,416 494,800 830,434
572,361 256,463 56,000 772,824 82,600 49,400 806,024
250,036 5 0 250,041 10 0 250,051
300,095 50,033 0 350,128 10 0 350,138

9,578 6,448 0 16,026 8,501 7,216 17,311
0 0 0 0 2,201 0 2,201

5,968,734 689,844 404,337 6,254,241 850,901 1,002,169 6,102,973
8,038,497 1,600,056 404,337 9,234,216 1,344,573 1,002,169 9,576,620

130,717 3 45,000 85,720 5 36,798 48,927
61,117 2 0 61,119 40,003 3,209 97,913
13,046 0 0 13,046 1,001 1,000 13,047

204,880 5 45,000 159,885 41,009 41,007 159,887
8,243,377 1,600,061 449,337 9,394,101 1,385,582 1,043,176 9,736,507

○定額運用基金

20,000 85 85 20,000 0 0 20,000
52,566 16,380 11,380 57,566 5,000 0 62,566
2,000 2,115 2,115 2,000 0 0 2,000

74,566 18,580 13,580 79,566 5,000 0 84,566

8,317,943 1,618,641 462,917 9,473,667 1,390,582 1,043,176 9,821,073

令和３年度
令 和 ３ 年 度 末
現 在 高積立金 取崩額

区 分
令 和 ２ 年 度 末
現 在 高

基　　金　　の　　状　　況

令 和 ４ 年 度 末
現 在 高 見 込

令和４年度（見込み）

積立金 取崩額

令和３年度
令 和 ３ 年 度 末
現 在 高積立金 取崩額

老人ホーム事業施設整備基金
中山間ふるさと活性化基金
栽培漁業振興基金
沿岸漁業振興基金
教育振興基金一

般
会
計
分

財政調整基金
減債基金

特
定
目
的
基
金

地域振興基金
地域福祉基金

ふるさと応援基金
過疎地域持続的発展特別事業基金

本庁舎建設基金積立金
学校施設整備基金積立金
壱岐市森林環境譲与税基金

小 計

松永記念館維持管理基金
原の辻遺跡保存整備基金
ふるさと市町村圏基金
合併振興基金

農業機械銀行特別会計減価償却基金

計

企業版ふるさと納税基金

合 計

計

特
別
会
計
分

国民健康保険財政調整基金
介護給付費準備基金

区 分
令 和 ４ 年 度 末
現 在 高 見 込積立金 取崩額

災害資金貸付基金
奨学資金運用基金

令 和 ２ 年 度 末
現 在 高

令和４年度（見込み）

合 計

合計（積立基金＋定額運用基金）

収入印紙及び長崎県収入証紙等購買基金
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基⾦の状況（グラフ）

公債費及び地⽅債残⾼の状況（グラフ）

【参考資料】

7,903 8,038
9,234 9,577

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

R1 R2 R3 R4（⾒込）
財政調整基⾦ 減債基⾦ 特定⽬的基⾦

（百万円）

3,195 2,832 2,915 2,982

27,757 27,229 26,296 25,535

R1 R2 R3 R4（⾒込）
公債費 地⽅債現在⾼

（百万円）
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【参考資料】

（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 345,225 千円
（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 4,001,075 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国(県)
支出金

市　債 その他
引上げ分の地方消費
税（社会保障財源化
分の市町村交付金）

その他

障害者福祉事業 1,119,563 804,993 800 39,732 44,200 229,838

高齢者福祉事業 68,330 0 5,700 19,671 6,929 36,030

児童福祉事業 9,256 130 1,752 2,000 867 4,507

母子福祉事業 2,395 937 0 0 235 1,223

生活保護扶助事業 744,481 557,306 0 31,732 25,071 130,372

小 計 1,944,025 1,363,366 8,252 93,135 77,302 401,970

介護保険事業 557,885 43,212 0 14,508 80,672 419,493

国民健康保険事業 275,682 147,749 0 168 20,607 107,158

小 計 833,567 190,961 0 14,676 101,279 526,651

高齢者医療事業 569,129 92,935 0 23,036 73,090 380,068

疾病予防対策事業 133,676 4,817 2,600 66,906 9,573 49,780

医療提供体制確保事業 520,678 0 0 0 83,981 436,697

小 計 1,223,483 97,752 2,600 89,942 166,644 866,545

4,001,075 1,652,079 10,852 197,753 345,225 1,795,166

社
会
福
祉

社
会
保
険

保
健
衛
生

合計

令和４年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

事業名 事業費

財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 財 源

10



１． 1

２． 2～5

令和５年度６月補正予算（案）概要

資 料３

壱　岐　市

各 会 計 予 算 額 一 覧

６ 月 補 正 予 算 の 主 要 事 業



○一般会計、特別会計 　　（単位：千円）

現計予算額 ６月補正予算額(案) 補正後予算額(案)

24,387,752 130,703 24,518,455 

3,500,601 3,500,601 

49,989 49,989 

3,550,590 3,550,590 

393,978 393,978 

3,701,787 3,701,787 

33,639 33,639 

3,735,426 3,735,426 

383,501 383,501 

124,268 124,268 

129,966 129,966 

8,317,729 8,317,729 

32,705,481 130,703 32,836,184 

○企業会計 　　（単位：千円）

内 訳 現計予算額 ６月補正予算額(案) 補正後予算額(案)

収益的収入 748,970 748,970 

収益的支出 903,245 903,245 

資本的収入 309,148 309,148 

資本的支出 477,754 477,754 

合　　　　計

一般会計、特別会計の合計

会　計　名

水道事業会計

農業機械銀行特別会計

令和５年度壱岐市各会計予算額一覧

会　　計　　名

一　　　　般　　　　会　　　　計

特
別
会
計

国民健康
保険事業
特別会計

事業勘定

診療施設勘定

計

後期高齢者医療事業特別会計

介護保険
事業特別

会計

保険事業勘定

介護サービス事業勘定

計

下水道事業特別会計

三島航路事業特別会計

1



令和５年度６月補正予算の主要事業

■ 一般会計 （単位：千円）

国費 県費 地方債 その他
2 総務費 6,746 4,400 11,146 0 0 0 4,400 0

●事業の背景・目的等
1 総務管理費

6 企画費

●事業内容
P12～13

 一般財団法人自治総合センターにより採択された事業への補助金交付事業

〇一般コミュニティ助成事業
交付対象：自治公民館 2件（コミュニティ活動備品一式）

2 総務費 0 54 54 0 0 0 0 54
●事業の背景・目的等

1 総務管理費

12

●事業内容
P12～13

「令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」精算返納金
（1世帯あたり10万円給付事業）

2 総務費 0 322 322 0 0 0 0 322
●事業の背景・目的等

1 総務管理費

12

●事業内容
P12～13

「令和4年度住民税非課税世帯等給付金（価格高騰緊急支援給付金）」精算返納金
（1世帯あたり5万円給付事業）

3 民生費 10,123 80 10,203 0 80 0 0 0
●事業の背景・目的等

1 社会福祉費

1 社会福祉総務費

●事業内容
P12～13

　国民生活の状況を総合的に把握するため「国民生活基礎調査」を実施する。

＜2023年国民生活基礎調査＞
　〇調査期日：令和5年7月13日
　〇調査対象：国において調査客体を抽出の上、通知予定

コミュニ
ティ助成金

　宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設
の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際
化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活
動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄
与することを目的としている。

住民税非課税世帯等給
付金(価格高騰緊急支
援給付金)

企画費

住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金
事業

所　属

予算書
ページ

特定財源
一般財源

　令和4年度住民税非課税世帯等給付金（価格高騰緊急支援給付金）事業の事業実
績により、受入超過となった補助金（事務費分）の返納を行う。

政策企画課

市民福祉課

款・項・目 事業名 補正前の額 補正額 計 事業内容
補正額の財源内訳

市民福祉課　令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の事業実績により、
受入超過となった補助金（事務費分）の返納を行う。

市民福祉課

国民生活基
礎調査委託
金

　国民生活の基礎的事項を調査し、社会全体で利用される情報基盤として整備・
活用することで、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与する。

社会福祉総務費

新型コロナウイルス感染
症対応事業費

新型コロナウイルス感染
症対応事業費
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令和５年度６月補正予算の主要事業

■ 一般会計 （単位：千円）

国費 県費 地方債 その他

所　属

予算書
ページ

特定財源
一般財源

款・項・目 事業名 補正前の額 補正額 計 事業内容
補正額の財源内訳

3 民生費 0 5,000 5,000 3,750 0 0 0 1,250
●事業の背景・目的等

2 児童福祉費

4 保育所費

●事業内容
P12～13

民間保育施設におけるシステム導入費用に対する補助

＜保育対策総合支援事業補助金＞
〇補　助　対　象：民間保育施設（5施設）
〇補助対象事業費：1,250千円×5施設
〇負　担　割　合：国3／5、市1／5、事業主体1／5
〇市　事　業　費：1,000千円(1,250千円×4／5)×5施設

3 民生費 16,893 515 17,408 257 0 0 0 258
●事業の背景・目的等

3 生活保護費

1 生活保護総務費

●事業内容
P12～13

　令和5年10月の生活保護基準改定等へ対応するため、生活保護基幹システムの改
修を行う。

〇長崎県市町村行政振興協議会へ対するシステム改修費負担金

4 衛生費 34,635 107,767 142,402 107,767 0 0 0 0
●事業の背景・目的等

1 保健衛生費

2 予防費

●事業内容
P14～15

令和5年度の新型コロナウイルスワクチン接種において、従来の接種（初回接種、
小児・乳幼児接種）に加え、下記接種を実施する。

①令和5年春開始接種
　実施期間：令和5年5月～8月
　対 象 者：初回接種を終了した65歳以上の者及び5歳から64歳の基礎疾患を
　　　　　　有する者等（11,000人）

②令和5年秋開始接種
　実施期間：令和5年9月～12月
　対 象 者：初回接種を終了した5歳以上の者（24,000人）

　民間保育施設における業務ICT化により、保育業務の改善及び事故防止に努め、
安全安心な保育の提供を図る。

いきいろ
子ども未来課

保育対策総
合支援事業
費補助金

保護課生活困窮者
就労準備支
援事業費等
補助金

新型コロナウイルスワ
クチン接種体制確保事
業 健康増進課新型コロナ

ウイルスワ
クチン接種
対策費国庫
負担金
63,756
・
新型コロナ
ウイルスワ
クチン接種
体制確保事
業費補助金
44,011

　新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種について、国民への円滑な実
施をするため、必要な接種体制を整備し、壱岐医師会の協力のもと円滑なワクチ
ン接種を実施する。

生活保護総務費

保育所等業務効率化推
進事業

　生活に困窮するすべての者に対して、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行
い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的と
する。
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令和５年度６月補正予算の主要事業

■ 一般会計 （単位：千円）

国費 県費 地方債 その他

所　属

予算書
ページ

特定財源
一般財源

款・項・目 事業名 補正前の額 補正額 計 事業内容
補正額の財源内訳

5 農林水産業費 936 295 1,231 0 221 0 0 74
●事業の背景・目的等

1 農業費

3 農業振興費

●事業内容
P14～15

＜ながさき水田農業生産強化支援事業補助金＞
（機械設備導入に対する支援）
〇補助対象：農事組合法人（1件）
〇補助対象事業費：737千円
〇負担割合：県3／10、市1／10、実施主体6／10
〇市事業費　295千円（737千円×4／10）

5 農林水産業費 0 262 262 0 262 0 0 0
●事業の背景・目的等

1 農業費

3 農業振興費

●事業内容
P14～15

＜集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金＞
（機械設備導入に対する支援）
〇補助対象：農事組合法人（1件）
〇補助対象事業費：524千円
〇負担割合：国1／2、実施主体1／2（市負担なし）
〇市事業費　262千円（524千円×1／2）

6 商工費 3,889 2,548 6,437 0 0 0 0 2,548
●事業の背景・目的等

1 商工費

2 商工振興費

●事業内容
P14～15

　企業誘致施設（旧勝本給食センター）トイレ排水管故障に伴う施設修繕一式

8 消防費 39,549 478 40,027 0 0 0 400 78
●事業の背景・目的等

1 消防費

1 常備消防費

●事業内容
P16～17

　幼児期における火災予防教育を図るため、コミュニティ助成事業（地域防災組
織育成）を活用し、幼年消防用鼓笛隊セット（瀬戸幼稚園幼年消防クラブ）を整
備する。

　生産組織・集落営農組織等を対象に、米・麦・大豆の生産性向上やJAが行う推
進活動などの取り組みに対して補助することで農業の振興を図る。

ながさき水田農業生産
強化支援事業

農林課ながさき水
田農業生産
強化支援事
業

商工施設管理費

商工振興課　市有施設の適切な管理運営及び有効活用を図るため、施設修繕による環境整備
を実施する。

農林課集落営農活
性化プロ
ジェクト促
進事業補助
金

　集落営農の活性化を目的に、ビジョンづくり及びその実現に向けた人材の確
保、収益力向上に向けた取り組み、組織体制の強化、効率的な生産体制の確立な
ど、地域の状況を踏まえた総合的な支援を実施する。

集落営農活性化プロ
ジェクト促進事業

常備消防総務費（消防
本部・署）

消防本部

コミュニ
ティ助成金

　宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設
の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際
化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活
動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄
与することを目的としている。
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令和５年度６月補正予算の主要事業

■ 一般会計 （単位：千円）

国費 県費 地方債 その他

所　属

予算書
ページ

特定財源
一般財源

款・項・目 事業名 補正前の額 補正額 計 事業内容
補正額の財源内訳

8 消防費 97,097 1,494 98,591 0 0 0 1,000 494
●事業の背景・目的等

1 消防費

2 非常備消防費

●事業内容
P16～17

　地域防災のリーダーである消防団の装備拡充を図るため、コミュニティ助成事
業（地域防災組織育成）を活用し、団員用レインコートを年次的に整備する。

8 消防費 3,404 2,000 5,404 0 0 0 2,000 0
●事業の背景・目的等

1 消防費

5 災害対策費

●事業内容
P16～17

一般財団法人自治総合センターにより採択された事業への補助金交付事業

〇地域防災組織育成
交付対象：自主防災組織 1件（防災資機材一式）

9 教育費 21,970 3,834 25,804 0 0 2,800 0 1,034
●事業の背景・目的等

2 小学校費

1 学校管理費

●事業内容
P16～17

　盈科小学校特別教室棟屋外非常階段の腐食が著しいため、施設改修を実施す
る。

〇盈科小学校特別教室棟屋外非常階段改修 一式

9 教育費 2,089 440 2,529 0 0 0 0 440
●事業の背景・目的等

5 社会教育費

1 社会教育総務費

●事業内容
P16～17

　戦争を象徴する原爆と戦後の長崎を題材とした映画上映などにより、戦争の記
憶を市民の心に留める一助とし、平和学習の機運を高める。

〇平和学習事業
　映画上映「祈り～幻に長崎を思う刻（とき）～」

消防本部

コミュニ
ティ助成金

　宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設
の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際
化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活
動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄
与することを目的としている。

文化振興費

社会教育課　世界的に不安定な情勢の中、戦争と平和についてあらためて考える機会を創出
し、平和を通じた社会教育への取り組みへと繋げる。

小学校施設整備事業

教育総務課防災基盤整
備事業

　教育施設の適切な管理運営を図るため、施設改修を実施し、安全安心で良質な
教育環境の整備に努める。

災害対策費

危機管理課

コミュニ
ティ助成金

　宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な備品や集会施設
の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際
化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活
動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄
与することを目的としている。

消防団運営費
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令和５年壱岐市議会定例会６月会議 

議案第３８号関係資料 

 

辺地対策事業位置図等 
 
 
 
 
 



№ 事　　業　　名 辺地名 ページ 施設名

1 辺地対策事業位置図 1

2 市道下ル町１号線（新川橋）橋梁補修事業 郷ノ浦 2 道路

3 市道前目1号線道路改良事業 渡良Ｂ 5 道路

4 市道中山線道路改良事業 初山Ａ 7 道路

5 １級市道初山中央線道路改良事業 初山Ｂ 8 道路

6 市道大清水３号線（大清水橋）橋梁補修事業 布気 9 道路

7 １級市道深江筒城線道路改良事業 深江 12 道路

8 １級市道鶴亀中央線道路防災安全事業 深江 13 道路

9 市道青嶋線（青島大橋）橋梁補修事業 諸吉 14 道路

10 ２級市道住吉長峰線道路防災安全事業 住吉 17 道路

辺地対策事業関係資料



令和５年度辺地対策事業位置図

市道前目１号線道路改良事業
（渡良浦B辺地） 市道深江筒城線道路改良事業

（深江辺地）

市道青嶋線（青嶋大橋）橋梁補修事業
（諸吉辺地）

市道住吉長峰線道路防災安全事業
（住吉辺地）

市道鶴亀中央線道路防災安全事業
（深江辺地）

市道下ル町１号線（新川橋）橋梁補修事業
（郷ノ浦辺地）

市道大清水３号線（大清水橋）
（布気辺地）

市道中山線道路改良事業
（初山A辺地）

市道初山中央線道路改良事業
（初山Ｂ辺地）

1



凡　　　　　　　　　　例

P

P

2.9

11.6

2.7 2.7

21.4

中央橋

新川橋

郷ノ浦橋
塞神社

市道下ル町１号線（新川橋）橋梁補修事業

過 年 度

当該年度

凡　　例

次年度以降

全体計画延長

Ｒ５ 橋梁補修

2



様式１

橋梁名・所在地・管理者名等
緯度 33°44′50.50″ 橋梁ID
経度 129°41′27.40″ 33.74736,129.69094

管理者名 路下条件 代替路の有無 緊急輸送道路 占用物件（名称）

部材単位の診断（各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入）

定期点検時に記録 応急措置後に記録

部材名
判定区分
（Ⅰ～Ⅳ）

変状の種類
（Ⅱ以上の場合

に記載）

応急措置及び
判定実施年月日

上部構造 主桁 Ⅰ
横桁 Ⅱ その他(剥離・鉄筋露出)

床版 Ⅲ その他(剥離・鉄筋露出)

下部構造 Ⅱ その他(変形・欠損)

支承部 Ⅰ
その他 Ⅰ

道路橋毎の健全性の診断（判定区分Ⅰ～Ⅳ）

（判定区分） （所見等）

Ⅲ

全景写真（起点側、終点側を記載すること）
架設年次 橋長 幅員

1941年 6.0 4.7 終点

起点 終点

起点
※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

一般道路 その他

定期点検者 セントラルコンサルタント株式会社 鹿子嶋康博

備考（写真番号、
位置等が分かる

ように記載）

応急措置後の
判定区分

応急措置内容

定期点検時に記録

張出床版(上流側)に広範囲のうき、鉄筋露出が見られる。横桁に鉄筋露出が見られる。橋台(A1)に欠損が見られる。予防保全の観点から措置を講
ずることが望ましい状態。

橋梁形式
Ｔ桁、重力式橋台2基

中間部
上流側張出

A1橋台

橋梁名 路線名 所在地 起点側

市道下ル町1号 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦

定期点検実施年月日 自専道or一般道

新川橋
（フリガナ）ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ

長崎県壱岐市 2021.9.30 河川 有

3



様式２
状況写真（損傷状況）
○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。
○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

【判定区分： Ⅲ 【判定区分： Ⅱ

【判定区分： Ⅱ 【判定区分：

】

】

上部構造(床版) 上流側張出 】 上部構造(横桁) 中間部

下部構造 A1橋台 】 下部構造

4



凡　　　　 　　例

AS

con

con

con

Ｃ

Ｃ

T

Ｃ

〒

井

花( )

58.16

倉庫

E

量

柿
榊 椿墓

蜜柑

椿
桜

桜

椿 椿

con

仕

仕

As

空家

集積所

NTT
小崎支2

con

con

E

汚

As

E

汚 量

W

倉庫
南触公民館

理容

As

E

Ｆ

KBM  H=58.098m

市道前目１号線道路改良事業
全体計画延長 L=150.0m W=5.0m

R5 改良・舗装

L=100.0m W=5.0m

凡　　例

令和４年度まで

令和５年度事業区間

令和６年度以降

5



令和５年度　市道前目１号線道路改良事業

工事起点

工事終点

6



年 度

路 線 名

施工箇所

図面種類

縮 尺

図面番号

令 和５ 年度

長 崎 県 壱 岐 市

平　面　図

壱岐市　郷ノ浦町　坪触

市道中山線

市道中山線　平面図

S=1 : 5 0 0

過 年 度

当該年度

凡　　例

次年度以降

22.9

22.4

20.4
17.5

14.1

全体計画延長　L=230.0m    道路幅員 W=4.0m

令和５年度　測量・設計　

L=230.0m

7



凡　　　　 　　例1級市道初山中央線道路改良事業
全体計画延長 L=400.0m W=6.0m

R5 測量 L=400.0m

凡 例

令和４年度まで

令和５年度施工区間

令和６年度以降

8



凡　　　　 　　例

93.2

74.5

65.3
75.8

市道大清水３号線（大清水橋）橋梁補修事業

過 年 度

当該年度

凡　　例

次年度以降

全体計画延長 L=8.0m

Ｒ５ 橋梁補修
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様式１

橋梁名・所在地・管理者名等
緯度 33°48′38.60″ 橋梁ID
経度 129°42′40.40″ 33.81072,129.71122

管理者名 路下条件 代替路の有無 緊急輸送道路 占用物件（名称）

部材単位の診断（各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入）

定期点検時に記録 応急措置後に記録

部材名
判定区分
（Ⅰ～Ⅳ）

変状の種類
（Ⅱ以上の場合

に記載）

応急措置及び
判定実施年月日

上部構造 主桁 Ⅲ その他(剥離・鉄筋露出)

横桁 Ⅰ
床版 Ⅰ

下部構造 Ⅱ その他(剥離・鉄筋露出)

支承部 Ⅰ
その他 Ⅰ

道路橋毎の健全性の診断（判定区分Ⅰ～Ⅳ）

（判定区分） （所見等）

Ⅲ

全景写真（起点側、終点側を記載すること）
架設年次 橋長 幅員

1975年 8.0 4.0 終点

起点 終点

起点
※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

一般道路 その他

定期点検者 セントラルコンサルタント株式会社 鹿子嶋康博

備考（写真番号、
位置等が分かる

ように記載）

応急措置後の
判定区分

応急措置内容

G2：A1側

定期点検時に記録

主桁に広範囲のうき、一部鉄筋露出が見られる。耐荷力の低下が懸念され、早期に処置を講ずることが望ましい状態。

橋梁形式
Ｔ桁、重力式橋台2基

Ａ2橋台

橋梁名 路線名 所在地 起点側

市道大清水3号 壱岐市勝本町百合畑触

定期点検実施年月日 自専道or一般道

大清水橋
（フリガナ）ｵｵｼﾐｽﾞﾊﾞｼ

長崎県壱岐市 2021.9.25 開水路 有

10



様式２
状況写真（損傷状況）
○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。
○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

【判定区分： Ⅲ 【判定区分： Ⅱ

【判定区分： 【判定区分：

】

】

上部構造(主桁) G2：A1側 】 下部構造 A2橋台

】

11



令和５年度 １級市道深江筒城線道路改良事業

10

20

20

20

30

40

50

10

40

30

10

2012.1

9.2

9.4

8.6

10.7

12.7

14.5

14.8

15.0

15.5

9.0

7.2

6.7

6.6

6.3

8.4

8.3

11.0

7.5

6.5

7.4

6.5

16.2

18.3

10.9

11.5

13.1

13.4

5.6

11.1

5.7

5.5

7.9

11.6

10.2

7.2

7.6

7.5

5.9

7.2

5.6

9.6

7.4

7.6

6.7

5.9

8.5

1.5

4.8

5.8

6.2

5.1

1.4

6.6

17.2

6.3

25.0

11.9

5.8

20.2

35.8

24.7

50.2

34.9

14.7

13.3

11.8

8.2 11.9

14.6 14.4

14.8

6.8

7.2

7.3

5.7

5.6

5.9

5.8

5.9

5.6

6.3

7.4

5.6

7.9

8.2

8.9

11.1

11.3

7.6

12.1

11.8

13.9

9.5

12.4

10.9

6.4

6.5

5.6

5.7

5.8

13.0

6.8

15.3

6.3

12.2

9.7

5.5

6.6

8.1

6.8

9.6

11.2 10.3

7.5

7.2

7.5

10.1

8.8

7.6

7.5

6.2

9.7

8.9

7.8

8.1
9.5

7.5

7.9

8.3

11.0

11.8

6.1

芦辺町深江平触

石田町石田西触

石田町石田東触

主
要
地
方
道
勝
本
・
石
田
線

田川渡橋

津合橋

坊主橋

小川内橋

柏田橋

蓑縁橋

大桑橋

大
師
堂

前
目
公
民
館

深
江
生
産
組
合

倉
庫

機
械
格
納
庫

深
江
生
産
組
合

一
支
国
王
都
公
園

ガ
イ
ダ
ン
ス

姥子観音堂

一
支
国
博
物
館

原池

二
級
河
川
小
川

二級河川幡鉾川

原の辻遺跡

（整地中）

（整地中）
40

50

30

20

30

40

50

70

70

6
0

40

30

50

50

50

50

70

60

70

60

70

70

60

50

50

40

50

30

60

40

30

60

50

76.3

21.48

49.8
48.9

48.6

43.0
36.9

24.1

32.7

29.4

20.7

15.6

1.5

33.5

28.9

0.8

30.7

4.8

24.1

13.2

1.1

16.5

1.7

16.2

36.5

38.8

48.5 44.9

23.8

16.5

24.8

32.9

38.1

41.4

39.6

26.6

7.8

1.5

1.9
1.1

1.2

1.4

1.4

1.4

28.8

22.9

34.9

40.2

22.3

14.6

12.1

12.3

13.1

14.215.7

14.9

17.4

13.4

32.6

26.1

22.8

12.2

12.3

15.7

17.3

31.2

43.2

33.6

33.4

20.9

16.9

4.9

48.1

47.1

34.9

23.9

11.1

27.2

11.5

16.5

32.6

26.7

16.4

10.2

10.3

12.2

11.6

8.1

18.2

20.5

15.9

13.311.6

23.1

27.7

22.9

16.4

16.6

23.9

1.6

1.1

2.22.1

1.6

0.8

1.9

13.1

3.1

13.6

46.8

12.1

38.4

14.9

1.7

1.6

1.9

10.6

17.2

14.3

14.6

15.3

39.7

25.2

33.2

36.3

30.3

25.7

2.5

10.9

1.8

2.1

19.2

1.6

27.7

22.9

14.8

31.5

10.5

7.1

1.5

1.1

29.6

28.5

12.6

15.3

26.1

15.1

18.8

14.7

13.2

34.3

38.9

16.5

2.4

20.9

23.4

33.9

32.3

35.3

56.6

49.8

40.3

55.4

59.6

44.1

57.4

57.5

49.6

44.9

72.4

36.7

27.8

38.1

14.7

58.2

59.8

70.8

58.6

69.3

60.5

71.7

64.2

69.8

57.1

55.9

46.9

47.1

59.4

35.2

17.8

34.1

4.7

49.4

50.3

51.4

52.7

51.9

61.7

石田町石田東触

芦辺町深江平触

平
構
造
改
善

セ

ン

タ

平
野
神
社

平稲荷

ー

夕部堂

石田町堆肥センター

筒城泉大師堂

大師堂

石田平山大師堂

筒
城
保
育
所

筒
城
西
触
公
民
館

西福寺

谷川稲荷大明神

筒城小学校

筒城中継ポンプ所

筒城地区民センター

重山塚

夕部低地溜池

夕部池

平
山
古
墳

プール

グラウンド

全体計画延長 L=2,300.0m

Ｒ５用地測量延長 L=500.0m

凡　　例

令和４年度まで

令和５年度事業区間

令和６年度以降
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年 度

路 線 名

施工箇所

図面種類

縮 尺

図面番号

令 和５ 年度

長 崎 県 壱 岐 市

平　面　図

壱岐市　芦辺町　深江栄触

１級市道 鶴亀中央線

１級市道鶴亀中央線　平面図

S=1 : 5 0 0

標　準　断　面　図
S=1:200

過 年 度

当該年度

凡　　例

次年度以降

至　深江鶴亀触（壱岐国博物館）

至　石田

至　勝本

（
主
）
勝
本
石
田
線

全体計画延長　L=46.5m

防護柵工　N=1.0式

１級市道鶴亀中央線
①

① ② ③ ④

②
③ ④

4
2
0
0

2
4
0
0

10800

500 2800 3100 3150 750500

1：
0.3

令和5年度事業内容

起点 終点
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凡　　　　 　　例

P

S

S

S

S
S

S

S

S

S

S

S

10

14.9

2.1

7.3

3.4

0.4

7.6

13.2
8.3

11.9

9.9

0.6

11.5

2.5

2.6

青
嶋
大
橋

展望台

青島

多目的広場

テニスコート

青島公園

S

S

S

S

S

S

S

S

S

10

10

3.2

2.2

3.0

2.3

2.3
2.3

2.2

2.4

2.8

3.3

0.8

2.6

2.5

1.0

0.8

5.6

0.1

15.8

1.9

2.4

1.9

1.9

4.9

4.31.5

16.7

4.4

東部漁協魚民研修センター

八幡浦漁港
（石垣地区）

Ｗ

市道青嶋線（青島大橋）橋梁補修事業

過 年 度

当該年度

凡　　例

次年度以降
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様式１

橋梁名・所在地・管理者名等
緯度 33°47′03″ 橋梁ID
経度 129°46′29″ 33.78416,129.77472

管理者名 路下条件 代替路の有無 緊急輸送道路 占用物件（名称）

部材単位の診断（各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入）

定期点検時に記録 応急措置後に記録

部材名
判定区分
（Ⅰ～Ⅳ）

変状の種類
（Ⅱ以上の場合

に記載）

応急措置及び
判定実施年月日

上部構造 主桁 Ⅲ 重度のひびわれ
横桁
床版 Ⅱ 軽度のひびわれ

下部構造 Ⅱ 軽度のひびわれ
支承部 Ⅱ 軽度のひびわれ
その他 Ⅰ

道路橋毎の健全性の診断（判定区分Ⅰ～Ⅳ）

（判定区分） （所見等）

Ⅲ

全景写真（起点側、終点側を記載すること）
架設年次 橋長 幅員

1982年 315m 5.5m

※架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

定期点検実施年月日 自専道or一般道

青嶋大橋
（フリガナ）アオシマオオハシ

壱岐市 2021.8.2 海域 有

橋梁名 路線名 所在地 起点側

市道青嶋線 壱岐市芦辺町諸吉南触

定期点検時に記録

橋梁の一部に重度の損傷が確認されたため、対策が必要である。

橋梁形式
ポステンT桁

備考（写真番号、
位置等が分かる

ように記載）

応急措置後の
判定区分

応急措置内容

一般道 その他

定期点検者 ㈱新日本技術コンサルタント 宮田　恵太

終点

終点

起点

起点
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様式２
状況写真（損傷状況）
○部材単位の判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。
○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

【判定区分： Ⅲ 【判定区分： Ⅱ

【判定区分： 【判定区分： Ⅱ

】

】

上部構造（主桁） 】 上部構造（主桁）

支承部 】 下部構造
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年 度

路 線 名

施工箇所

図面種類

縮 尺

図面番号

令 和５ 年度

長 崎 県 壱 岐 市

平　面　図

壱岐市　芦辺町　住吉前触

２級市道 住吉長峰線

２級市道住吉長峰線　平面図

S=1 : 2 5 0 0

標　準　断　面　図
S=1:200

過 年 度

当該年度

凡　　例

次年度以降

①

郷ノ浦町長峰東触

芦辺町住吉前触

寅
坂
川

全体計画延長　L=94.0m

コンクリートブロック工 N=1.0式

コンクリートブロック工 N=1.0式

①

③④

⑧

⑤

⑦

２級市道住吉長峰線

標　準　断　面　図
S=1:200

②

⑥

② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

3002300

400500 4200 500 570

1:
0.
4

本線

ブロック積擁壁

コンクリート擁壁

150

6700

5400

5500

ブロック積擁壁

1:1.5

本線至　郷ノ浦

至　芦辺

令和5年度事業内容

起点終点
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